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（１）消費税率引き上げに伴う住宅対策の充実 

2019 年 10 月に予定される消費税率の 8％から 10％への引き上げに伴い、事業者からの購入等に係る

住宅部分の取引額に消費税が上乗せされることとなるため、この負担軽減を図るとともに、消費税引き

上げ前の駆け込み需要を抑止して建設戸数の平準化に資する意味もあり、第一に住まい給付金の支給、

第二に住宅（敷地を含む。）取得に対する贈与税の非課税措置が講ぜられることになっている。 

 

①住まい給付金 

8％又は 10％の消費税率が適用される者のうち、比較的所得が低いため、住宅ローン減税の効果が限定

的な者を対象に、その所得に応じて最大 50万円までの給付を行うものである（2021年 12月までの入居

に適用）。 

収入額の目安 給付額 

①消費税率 8％が適用される場合  

 ・４２５万円以下 ３０万円 

 ・４２５万円超４７５万円以下 ２０万円 

 ・４７５万円超５１０万円以下 １０万円 

②消費税率 10％が適用される場合  

 ・４５０万円以下 ５０万円 

 ・４５０万円超５２５万円以下 ４０万円 

 ・５２５万円超６００万円以下 ３０万円 

 ・６００万円超６７５万円以下 ２０万円 

 ・６７５万円超７７５万円以下 １０万円 

  （注）実際の給付額は市町村が発行する課税証明書の住民税（都道府県）所得割額に基づき決定。 

 

②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について 

住宅取得に係る消費税負担増を緩和するため、契約年月区分に応じ、以下の措置を講ずる。 

契約年 消費税率 10％が適用される者 左記以外の者（注１） 

質の高い住宅（注２） 左記以外の住宅 質の高い住宅 左記以外の住宅 

28/1～31/3   １２００万円  ７００万円 

31/4～32/3 ３０００万円 ２５００万円 １２００万円  ７００万円 

32/4～33/3 １５００万円 １０００万円 １０００万円  ５００万円 

33/4～33/12 １２００万円  ７００万円  ８００万円  ５００万円 

（注）１．消費税率 8％の適用を受けて住宅を取得した者の他、個人間売買により既存住宅を取得した者。 

   ２．①省エネルギー性の高い住宅、（断熱等性性能等級 4 又は一次エネルギー消費量等級 4 以上）、②耐震性の高い

住宅（耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上又は免震建築物）、③バリアーフリー性の高い住宅（高齢者等

配慮対策等級 3以上）のいずれかの性能を満たす住宅 

リサーチ・メモ 

平成３０年度住宅関係予算等の重要事項について（紹介） 

2018年 2 月 1日 
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（２）住宅・建築物の耐震改修の支援策の強化 

日本には耐震性のない住宅が約 900万戸存在しその耐震性能の向上が急務であり、建築物につい 

もその倒壊を防ぎ、避難道路、緊急物資輸送道路の確保等が急がれているため、以下の住宅・建築物 

の耐震改修支援策を講じる。なお、2018年度（平成 30年度）には、住宅耐震化に向け積極的な取り 

組みを行っている地方公共団体に対し、住宅耐震化を総合的に支援するメニューが創設される予定で 

ある（平成 30年度予算額等については、政府予算案ベースのものである。以下同じ。） 

 

①住宅・建築物安全ストック形成事業（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の基幹事業） 

（ⅰ）住宅（共同住宅を含む）の耐震改修等、建て替え又は除却 

住宅の種類 交付率 

・緊急輸送道路沿道 

・密集市街地、津波浸水区域等の避難路沿道 

国と地方で 2/3 

 

その他 国と地方で 23% 

（注）住宅耐震化に向けて績極的な取り組みを行っている地方公共団体を対象に、住宅耐震化を総合的に支

援するメニューを創設予定。 

（ⅱ）建築物の耐震改修等、建て替え又は除却 

建築物の種類 交付率 

・緊急輸送走路沿道 

・密集市街地、津波浸水区域等の避難路沿道 

・避難所等の防災拠点 

公共建築物：国 1/3 

民間建築物：国と地方

で 2/3 

・多数の者が利用する建築物（3階建て、1000㎡以上の百貨店等） 

・大規模な危険物処理・貯蔵場 

・避難路沿道（密集市街地、津波浸水区域等に係るものを除く） 

公共建築物：国 11.5% 

民間建築物：国と地方

で 23% 

 

②耐震対策緊急促進事業（国費 120億円） 

改正耐震改修促進法により、耐震診断の義務付けの対象となる建築物の耐震改修に対し、通常の助成

に加え重点的・緊急的に支援を行う（通常の補助率、国 11.5％⇒上乗せ補助率 1/3、国 1/3⇒2/5） 

 

③耐震改修促進税制 

住宅 ・固定資産税 

（～33/12） 

耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額の 10％相当額（上限 25万

円）を所得税から控除 

・固定資産税 

（～32/3） 

固定資産税額（120 ㎡相当部分まで）を 1 年間 1/2Ⅱ減額（特に重要な

避難路沿道にある住宅は 2年間、1/2減額） 

建築物 ・法人税・所得

税 

取得価額の 25％の特別償却（平成 27年 3月末までに耐震診断の結果報

告を行った者が、報告日以降 5年間までに耐震改修を行った場合） 

固定資産税 

（～32/3） 

2年間、１/2減額（耐震診断の結果報告を行った者が、政府の補助を受

けて、平成 32年 3月末までに耐震改修を行った場合） 
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④住宅金融支援機構による耐震改修向け融資 

個人向け ・融資限度額：1000万円（住宅部分の工事費の 8割が上限） 

・金利：0.59％（償還期間 10年以内）、0.84％（償還期間 11年以上 20年以内） 

マンション管理

組合向け 

・融資限度額：原則として 500万円以内（共用部分の工事費の 8割が上限） 

・金利：0.3％（原則として 10年以内） 

 

（３）個人向け住宅金融支援機構融資 

（１） 省エネルギー性、耐震性等に優れた住宅取得を支援するためフラット 35の金利を一定期間引

き下げるフラット 35Sを実施する。 

（２） 子育て支援等の施策を積極的に実施している地方公共団体と連携してフラット35の金利を一

定期間引き下げるフラット 35 子育て支援型、フラット 35 地域活性化型を引き続き実施する

ほか平成 30年度からフラット 35地域活性化型について、「UIJターン」、「コンパクトシティ

ー形成」に、「空家対策」を追加する。 

区分 フラット 35S （注）フラット 35 

子育て支援型 

地域活性化型 

長期優良住宅等（金利Ａプラン） 当初 10年間▲0.25％  

上記以外（金利Ｂプラン） 当初 5年間▲0.25％ 当初 5年間▲0.25％ 

（注）対象住宅は①、子育て世帯による既存住宅取得、②若年子育て世帯・親世帯による同居・近居のため

の新築・既存住宅取得、③UIJ ターンによる新築・既存住宅取得、④居住誘導区域内における新築・

既存住宅取得、⑤空家バンクに登録された住宅の取得 

（３） 既存住宅ストックの質の向上と流通促進を図るため、既存住宅の売買に際して「性能向上リ

フォーム」及び「既存住宅の維持保全に係る措置」を行う住宅について、フラット 35リノベ

を推進する（平成 30年 4月 1日以降の融資申込分）。 

区分 金利引下げ期間 金利引下げ幅 

フラット 35リノベ（金利Ａプラン） 当初 10年間 フラット 35 の借入金利から

年▲0.5％ フラット 35リノベ（金利Ｂプラン） 当初 5年間 

 

（参考）フラット 35リノベの性能向上リフォーム技術基準の内容（①～⑧のいずれかの基準

に適合することが必要） 

区分 省エネ性 耐震性 バリアーフリー性 耐久性・可変性 

フラット 35

リノベ（金利

Ａプラン） 

① 

・一次エネルギー消

費等級５ 

・認定低炭素住宅 

・性能向上計画認定

住宅 

② 

耐震等級３ 

③ 

高齢者等配慮対策等

級４（注１） 

④ 

長期優良住宅 

フラット 35

リノベ（金利

Ｂプラン） 

⑤ 

・断熱等性能等級４ 

・一次エネルギー消

費等４ 

・その他省エネ性基

準適合（注３） 

⑥ 

・耐震等級２ 

・免震建築物 

⑦ 

高齢者等配慮対策等

級３ 

⑧ 

・劣化対策等級３、

かつ、維持管理対

策等級２（注２） 
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（注）１．共同住宅の専用部分は高齢者等配慮対策等級 3でも可。 

   ２．共同住宅については、一定の更新対策（躯体天井高の 2.5ｍ以上の確保）及び間取り変更の障害と

なる壁又は柱がないことが必要。 

   ３．その他省エネ性基準適合の内容としては、主として断熱改修があり、平成 30年 4月 1日の物件検

査受付分から適用される。 

   ４．上記の他に「既存住宅の維持保全に係る措置」として、インスペクションの実施、瑕疵保険の付

保等住宅履歴情報の保全、維持保全計画の作成のうち、いずれかの措置を講ずることが必要。 

   ５．以下は、新築住宅の内、省エネ判断基準（平成 11年基準）に適合している住宅の割合（床面積ベ

ース）である。 

         新築住宅の省エネ基準適合率の推移（単位：％）（国土交通省調べによる） 

年 届出一種 

（床面面積 2000㎡以上） 

届出一種 

（床面面積300～2000㎡未満） 

2010 43 44 

2011 47 42 

2012 53 43 

2013 49 34 

2014 49 29 

 

（４）平成 30年度のサービス付き高齢者向け住宅整備事業 

2017 年（平成 29 年）11 月末現在 6843 棟、224,208 戸の登録のあるサービス付き高齢者向け住宅ス

トックの改修に補助対象を重点化して進めるとともに、サービス付き高齢者向け住宅の新築支援につい

ては、良質なサービス提供の資するため、運営情報の開示を要件とする。 

①新築による整備から改修による整備に力点を移し、既存ストックを改修及び新築（25㎡未満の住宅）

の補助限度額を引き上げる。 

 補助率 補助限度額（戸当たり） 補助対象（注１） 

改修 1/3 150⇒180万円 調査設計計画費用を

補助対象に追加 

新築 床面積 30㎡以上 1/10 135万円 住棟の全戸数の 2 割

を上限に適用（注２） 床面積 25㎡以上 120万円 

床面積 25㎡未満 110→90万円 

（注）１．戸当たり家賃、月 30万円以上は補助対象外。 

   ２．従棟の全戸数の 2割を超える住戸についての補助限度額は戸当たり月 120万円とする。 

 

②高齢者生活支援施の新築への支援を地域交流施設に重点化するとともに、既存物件を含む運営情報

の提供を補助要件化する（新たに補助を受けるサービス付き高齢者向け住宅について、当該住宅を

整備又は運営する事業者が、既に整備又は運営しているサービス付き高齢者向け住宅を含めて、運

営情報の提供を行っていることを補助要件とする）。 

 補助率 施設あたりの補助限度額 補助対象 

改修 1/3 1000万円  補助対象 

新築 地域交流施設（注） 1/10 1000万円  補助対象 

介護関連施設  補助対象外 

  （注）地域交流施設とは、生活相談サービス施設、健康維持施設等で地方公共団体など地域との連携を行うもの。 

 

（荒井 俊行） 


